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鉱山特別表彰規程

１．目的
鉱山保安確保にたゆまぬ努力を傾注し、災害減少に対する努力が顕著な鉱山及び鉱

害防止に貢献した者を表彰し、もって鉱山の保安意識の高揚と保安確保の一層の推進
を図る。

２．表彰の種類
(1) 無災害特別表彰
(2) 無死亡特別表彰
(3) 鉱害防止特別表彰

３．対象鉱山・対象者
(1) 常時操業を行っている鉱山。
(2) 常時坑廃水を処理している鉱山（休廃止を含む）においてその業務に従事してい
る者。

４．表彰の要件
(1) 次に該当するとき
① 無災害特別表彰

軽傷以上のり災者が、連続してか働延５０万時間（以後は、２５万時間ごと 、）
又は１０年（以後は、５年ごと）発生しなかったとき。

② 無死亡特別表彰
死亡者又は同時に軽傷以上のり災者５人以上を生じた災害が、連続してか働延

５００万時間（以後は２５０万時間ごと）発生しなかったとき。
③ 鉱害防止特別表彰

坑廃水処理業務に連続して１０年以上（以後は５年ごと）従事し、適切な管理
成績を有する者。

(2) (1)に該当する場合であっても、次に該当する場合は一定の期間について表彰しな
い。ただし、無災害の記録は継続するものとする。
① 重大な法規違反（戒告書の交付又は送致）等の保安問題及び社会的影響の大き
い鉱害問題が発生した場合は、発生してから５年間。

② 上記①以外で、鉱山保安法施行規則第４６条第１項表の上欄に掲げる災害、事
（ ） 、故その他の事象 第１項第４号及び１８号の自然災害等を除く が発生した場合

発生してから１年間。
③ 監督部からの命令書等を受けた場合は、改善が完了するまでの間。

５．上申の方法
無災害、無死亡特別表彰は様式１、鉱害防止特別表彰は様式２による。

６．表彰の決定
該当鉱山の上申、または関係課の推薦により、九州産業保安監督部長が決定する。

７．表彰の時期
表彰決定後、遅滞なく行う。

附則
１．対象期間の適用は、昭和４９年７月１日以降とする。
２．この規程は平成１７年４月１日から施行する。
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様式１

鉱山特別表彰上申書

表彰の種類 無災害特別表彰 無死亡特別表彰 （いづれか一方を消すこと）

ふりがな

鉱 山 名

ふりがな

鉱業権者名

鉱業代理人名

達成か働延
万時間

時 間 数

自 年 月 日

達 成 期 間 年 月 日間

至 年 月 日

前回の受賞 １．受賞の時期 年 月

２．受賞の内容 か働延 万時間達成

起算となる １．災害発生年月日 年 月 日

災害の状況 ２．災害の種類

３．り災者数 人（死亡 重傷 軽傷 ）

平成 年 月 日

九州産業保安監督部長 殿

鉱業権者又は鉱業代理人名

,
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様式２

鉱山特別表彰上申書

表彰の種類 鉱害防止特別表彰

ふりがな

鉱 山 名

ふりがな

鉱業権者名

鉱業代理人名

ふりがな

鉱害防 止 事業 従 事 者 名

自 年 月 日

従 事 期 間 年 月間

至 年 月 日

鉱害問題の
有 無 （該当に○印）

有 無

平成 年 月 日

九州産業保安監督部長 殿

鉱業権者又は鉱業代理人名

,
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様式１の添付資料

年及び月 鉱山労働者数 か働延時間 備考 年及び月 鉱山労働者数 か働延時間 備考

計

起算月の算定式 （小数点以下は切り捨てる） 達成日の算定式 （小数点以下は切り上げる）

起算月末日 起算となる災害発生の日 達成前月のか働延時間数－
＝ × ＝ ÷起算月の対象か働延時間数 起算月のか働延時間数 起算日 達成までに必要な達成月のか働延時間数

起算月の暦日数 達成日前月の暦日数

注）１．起算月及び達成月を含む年は月ごと、その他は年ごと。 ２．鉱山労働者数は月末または年末で記載のこと。


